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第８回八女市農業委員会総会議事録

１．開催日時 令和２年７月２０日（月）午後２時

２．開催場所 おりなす八女 はちひめホール

３．出席委員 （２４名）

１番 月足 靖彦 ２番 鵜木 敏通 ３番 松尾 健一

４番 牛嶋 徹也 ５番 小川 哲郎 ６番 角 秀次

７番 馬場 康浩 ８番 大坪 知美子 ９番 中島 秀徳

１０番 仁田原一太 １１番 稲葉 初男 １２番 入江 保生

１３番 高山 和典 １４番 今村 嗣範 １５番 増永 勝広

１６番 古賀 則夫 １７番 江﨑 潔 １８番 中村 善徳

１９番 茅島 澄雄 ２０番 中村 輝義 ２１番 田村 一彦

２２番 三宅 覚 ２３番 池㞍 律芳 ２４番 城後 公一

４．欠席委員（０名）

５．議事日程

議 事

日程第１号 会長の互選について

日程第２号 副会長の互選について（職務代理者の指定）

日程第３号 議席の決定について

日程第４号 議事録署名委員の指名について

日程第５号 議案の上程について

議案第 ３６ 号 八女市農委利用最適化推進委員の決定について

６．農業委員会事務局職員

局長 松藤 洋治 次長 平島 聡 書記 樋口 昌伸 黒木支所 渡部

真弓 立花支所 安田 凌介 上陽支所 大淵 剛 葉山多惠子 星野支

所 江藤 繁徳 矢部支所 堤 翔太

７．会議の概要

総務課長 それでは、定刻になりましたので、第８回となります八女市農業委

員会総会を始めさせていただきます。

農業委員会の任期満了による任命の後、最初に行われる総会につき

ましては、農業委員会に関する法律第２７条第１項のただし書きの規

定により、市長が招集することになっておりますので議事日程に入り
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ますまでを市長部局の方で進めさせていただきます。

それではお手元の日程に従いまして進めさせていただきます。

先ず初めに市長あいさつとなっております。三田村統之市長がご挨

拶申し上げます。

（三田村市長あいさつ）

三田村市長はこの後の公務がございますのでここで退席させていた

だきます。またこれからの日程につきましては、進行を農業委員会事

務局と交代させていただきます。準備がございますのでしばらくお待

ちください。

それでは改めましておはようございます。農業委員会事務局長の松

藤洋治でございます。今回の農業委員就任、誠におめでとうございま

す。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

それでは臨時議長が決まりますまでの間、進行させていただきます。

臨時議長は、会長であります議長が決まりますまで、八女市農業委

員会規程第３条第３項の規定により、年長の委員が臨時にその職を行

うことになっております。

そこで、年長者であります 城後公一委員に臨時議長をお願いするこ

ととなりますので、城後公一委員、議長席にお着きいただき、進行方

よろしくお願いいたします。

私が年長者ということでございますので、規定によりまして会長が

選出されますまで、臨時議長を務めさせていただきます。各委員のご

協力をお願いいたします。

これより、令和３年第８回農業委員会総会を開催いたします。

議事の進行上、ただ今着席されてある席を仮議席とすることにご異

議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、着席されてある席を仮議席に指定します。

ただいまの出席委員数は２４名であります。

八女市農業委員会会議規則第６条の規定により、本日の会議は成立
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いたしました。

日程第１・会長の互選を行いたいと思います。

互選の方法について、事務局より説明をお願いします。

それではご説明いたします。

これは、農業委員会等に関する法律第５条第１項の規定により、農

業委員会に会長を置くと定められておりますことと、その第２項で、

会長は委員が互選したものをもって充てると定められております。

そしてその互選の方法は、八女市農業委員会規程第２条第１項によ

り、会長の互選は無記名投票で行い最多得票者を当選者とすること、

また同条第２項では、委員の中に異議がないときは、指名推薦の方法

を用いることができると定められております。

参考までに申し上げますと、従来の互選にあたっては、殆ど指名推

薦の方法により行われております。以上でございます。

互選については、ただいま事務局説明のとおり、無記名投票による

場合と、指名推薦による場合の二つの方法があります。

いかが取り計らいましょうか。

（指名推薦の声あり）

指名推薦との声がありますが、指名推薦の方法にご異議ありません

か。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、指名推薦とすることに決定いたしました。

指名推薦の方法について、事務局より説明をお願いします。

ご説明いたします。

指名推薦につきましては、挙手をされ臨時議長に指名された後に、

氏名を名のられてから推薦される委員名を発言されますようお願いい

たします。
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もし、発言が無い場合につきましては、各旧市町村から１名の選考

委員を選んでいただいて、２０１研修室において選考を行い、臨時議

長から選考結果を発表いただき、その方を全員で承認するということ

で行っていただきますようお願いいたします。

指名推薦の方法についてはただ今事務局説明のとおりでございま

す。それではどなたか指名される方はいらっしゃいませんか。

三河校区の中島でございます。今までの実績と経験から城後公一さ

んを推薦したいと思います。

ただいま私を推薦するとの声がありましたが、他に指名する方はお

られませんか。

（ なしの声あり ）

なければ他に指名された方がいらっしゃいませんので、私が会長職

に氏名推薦されましたが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がないとのことでございますので、私が会長に決定いたしまし

た。

会長が決まりましたので、会議規則第４条の規定に従い、会長が議

長となり議事を整理することとなりますので、私が引き続き議事を進

行いたします。

みなさま改めましてこんにちは、城後公一でございます。農業委員

会も新体制でスタートいたしており身の引き締まる思いをしており

ます。農業委員に課せられる課題は大きくはありますけれども農業

振興・発展のため、みんなで一丸となって取組んで行きたいと思っ

ております。出会いを大切に３年間、務めさせていただきますので、

みなさまのご指導・ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。
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それでは日程第２・副会長の互選を行います。

互選の方法について、事務局より説明をお願いします。

ご説明いたします。

八女市農業委員会規程第５条に委員会に副会長を２人置くと定めら

れております。

この互選の方法につきましては、八女市農業委員会規程第５条第２

項に準用規定がございまして、先ほどの会長の互選と同様な取扱いと

なっており、副会長の互選は無記名投票で行い得票の多い者から２人

を当選者とすること、委員の中に異議がないときは、指名推薦の方法

を用いることができると定められております。

この件も参考までに申し上げますと、殆ど指名推薦の方法により行

われてきております。以上でございます。

互選については、ただいま事務局説明のとおりでありますが、いか

が取り計らいましょうか。

（指名推薦の声あり）

指名推薦との声がありますが、指名推薦の方法にご異議ありません

か。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、指名推薦とすることに決定いたしました。

指名推薦の方法については、先ほど事務局より説明があったとおりで

あります。

まず、どなたか指名される方はありませんか。

月足靖彦さんをお願いしたいと思います。

鵜木利通さんを推薦いたします。

ただいま月足靖彦委員と鵜木利通委員を推薦するとの声がありまし

たが、他に指名する方はおられませんか。
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（ なしの声あり ）

なければ月足靖彦委員と鵜木利通委員を副会長職に推薦したいと思

いますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、月足靖彦委員と鵜木利通委員が副会長に当

選されました。

ただいま副会長に当選されました

月足靖彦委員と鵜木利通委員は本会議場におられますので、本席よ

り告知いたします。

暫時休憩いたします。（ 職務代理者協議 ）

再開いたします。

八女市農業委員会規程第５条第３項により、副会長は会長を補佐し、

会長に事故があるとき、又は会長が欠けた時は、会長があらかじめ指

定した副会長が職務を代理すると定められておりますので、月足靖彦

委員を職務代理者として指定いたします。

それでは、副会長席にお願いいたします。

副会長より就任のあいさつをお願いいたします。

（ 副会長就任あいさつ ）

日程第３・議席の決定を行います。

議席の決定について、事務局より説明をお願いします。

ご説明いたします。

議席は、八女市農業委員会会議規則第７条により、議席はあらかじ

めくじで定めると規定されております。従いまして、くじにより議席

を定めることになります。

議席番号は、委員数２４名でありますので、１番から２４番までの

通し番号とさせていただきたいと思っております。

ただし、正副会長につきましては、議席の都合上、１番を職務代理
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副会長・２番を副会長・２４番を会長としていただき、その他の議席

をお決めいただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。

事務局の説明が終わりました。何か質疑はありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

それでは、「くじ引き」により１番から２４番までの通し番号で議

席を定めたいと思います。先ほど事務局から説明がありましたとおり

正副会長は「くじ引き」から外させていただきたいと思いますがよろ

しいでしょうか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、そのように決定いたしました。

それでは、「くじ引き」を行います。

事務局より説明をお願いします。

ご説明いたします。

先程の会長説明のとおり、仮議席順に委員さんをお呼びいたします

ので、前に出てきていただき、議席を決めるくじを引いていただきま

すようお願いいたします。

それではお名前を呼ばれた委員さんは前に出てくじを引いてくださ

い。(名簿点呼）

（議席番号くじ引き）

それでは、事務局より議席の発表を行いますので、それぞれ番号の

席に着席をお願いいたします。

それでは発表いたします。１番 月足靖彦委員、２番 鵜木利通委

員、３番 松尾健一委員・・・・・・２４番 城後公一委員、以上で

ございます。

ご着席いただきましたか。この議席で不都合等はありませんか。
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（ なしの声あり ）

不都合がないようですから、ただいま着席された席の番号を総会の

議席番号と決定いたしました。

日程第４・議事録署名委員の指名を行います。

議事録署名委員は、会議規則第１６条第２項の規定により、３番 松

尾健一委員と４番 牛嶋徹也委員を、本日の議事録署名委員に指名し

たいと思いますが、これにご異議ございませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、そのように決定いたしました。

日程第５・議案の上程を行います。

事務局をして案件の朗読をいたさせます。

（ 事務局案件朗読 ）

事務局朗読のとおり、議案１件を議題といたします。

１ページ議案第３６号、八女市農地利用最適化推進委員の決定につ

いて 事務局より説明をいたさせます。

（ 事務局説明 ）

事務局の説明が終わりました。質疑を行います。

質疑を終結します。質疑を終結し採決いたします。

ご異議ありませんか。

（ 異議なしの声あり ）

異議がありませんので、原案のとおり決定いたしました。

以上で議案の審議は全部終了いたしました。

これをもって、本日の会議を閉会いたします。

（ 閉会宣言２時４０分 ）
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令和２年７月２０日

議 長 城後 公一

３番 松尾 健一

４番 牛嶋 徹也


